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はじめに

土木工事共通仕様書は，国土交通省の地方整備

局等が発注する工事契約において，工事の請負契

約書及び，設計図書の内容について，統一的な解

釈および運用を図るとともに，その他必要な事項

を定め，もって契約の適切な履行の確保を図るた

めのものとされています。

また，共通仕様書は，各建設作業の順序，使用

材料の品質，数量，仕上げの程度，施工方法等工

事を施工する上で必要な技術的要求，工事内容の

うち，あらかじめ定型的な内容を盛り込んだもの

で，工事契約において契約図書の設計図書に含ま

れ，契約書と設計図書内の特記仕様書，図面，工

事数量総括表，現場説明書およびその質問回答書

と整合を持ったものでなければなりません（図―

１）。

平成１７年度版土木工事共通仕様書の主な改訂事

項は，土木工事，港湾工事，空港工事の３共通仕

様書の統合，関係諸基準等の改正との整合を図る

ものとなっており，以下にその内容を紹介しま

す。

土木工事共通仕様書の統合

� 統合に当たって

土木工事の発注は，地方整備局等ごとに，主に

「土木工事」「港湾工事」および「空港工事」の各

分野に分かれて発注されています。

国土交通省は，平成１３年１月の省庁統廃合によ

って，四つの省庁が一つの省となっており，省と

しての一体運用の観点からも平成１５・１６年度の２

年度をかけて土木工事全体の統合版共通仕様書を

作成することとしました。

一方，工事の契約は，請負契約となっており，

「双務契約，自主施行」が基本であり，請負業者

の施工方法等を規定しないものとなっています

（図―１）。また，発注者としての予定価格算出の

積算基準・体系との調整，土木工事施工管理基準

や監督・検査の基準との調整などを３分野で実施

しつつ共通仕様書の統合を図ってまいりました。

３分野は，同じ土木工事ですが，過去の組織の
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違い，対象とする施設の違いなどがあり，それぞ

れの仕組や根拠となる基準，通達等との違いがあ

り，共通仕様書の統合にはこういった点での調整

が必要となりました。

そして，調整の結果，次のような基本方針をも

とに統合を図ることとしました。

・可能な限りの統合を図る

・単に統合すると分かりにくくなる部分は，関係

を記載して統合する

・統合すると不都合，あるいは，意味が違ってい

る部分は別途記載することを統合方針とする

１５年度は，三つの共通仕様書の違いを確認する

こととし，言葉の意味や違いの整理，記載根拠の

整理などを行い，１６年度は，その違いを確認しな

がら統合方針に従って統合を行いました。

� 統合における基本的事項の調整

１５年度は，基本的事項の調整を実施し，語句の

統一，記載事項の位置付け，全体構成の違いなど

を確認しました。３分野において使用する語句の

違いは，同じ語句でも意味が違うものや，使い方

の違うものがあったり，同じ意味なのに語句が違

っているものがありましたが，極力の統一を図る

こととしました。

（例）アスファルト舗装工，路床盛土工

次に，１６年度には，共通仕様書への記載根拠が

違っていたり，共通仕様書と制度等との関係が違

っていることから取り扱いが違っているものなど

について調整して統合を行いました。検討を行っ

た項目は，契約図書の記載事項の優先順位，特記

仕様書の記載事項，協議・承諾の取り扱い，施工

体制台帳の扱い，内訳書・工事構成書の扱い，数

量総括の取り扱い，監督検査事務，工事監督事

務，施工管理基準，写真管理基準，安全管理の扱

いなどです。ここでは，監督・検査の違いと統合

について例示します（表―１）。

� 統合共通仕様書と各分野版の関係

土木工事，港湾工事および空港工事の共通仕様

書は，各分野において実施する工事の目的物の施

工に必要な事項を記載したもので，各分野ごとで

の工事を実施するのに必要なものが網羅されてい

ます。

３分野の共通仕様書の基本的構成は，いずれ

も，共通編と各編（例：土木分野では河川編，道

路編等）から成り，各編で規定されていることか

ら，統合共通仕様書は極力の統合を行う共通編と

各編で構成することとし，各分野毎での工事施工

もしやすいように，次のような関係としました

（図―２）。

表―１ 監督・検査の違いと統合案

土木工事共通仕様書 港湾工事共通仕様書 空港土木工事共通仕様書 統合案

１―１―２２ 監督職員による
検査（確認を含む）及び
立会等

〈中略〉
６． 段階確認は，次に掲げ
る各号に基づいて行うも
のとする。

〈後略〉

１―１―２２ 監督職員による検
査及び立会

〈中略〉
３． 施工状況検査は，次に掲
げる各号に基づいて行うも
のとする。

〈後略〉

１―１―１８ 監督職員による検査及
び立会等

〈中略〉
３． 請負者は，設計図書に定める
監督職員の施工状況検査に必要
な測量，出来形算出及び品質等
の確認を行い，その結果を整理
し監督職員に提出しなければな
らない。

〈後略〉

〈土木工事共通編，港湾工
事共通編，空港土木工事共
通編それぞれに記載。〉

１―１―２５ 工事完成検査
１． 請負者は，契約書第３１
条の規定に基づき，工事
完成通知書を監督職員に
提出しなければならな
い。

〈後略〉

１―１―２４ 工事完成検査
１． 請負者は，契約書第３１条
の規定に基づき工事完成検
査を受ける場合，工事完成
通知書を発注者に提出しな
ければならない。

〈後略〉

１―１―２０ 工事完成検査
１． 請負者は，契約書第３１条の規
定に基づき工事完成検査を受け
る場合，工事完成通知書を発注
者に提出するものとする。

〈後略〉

１―１―２５ 工事完成検査
１． 請負者は，契約書第３１
条の規定に基づき，工事
完成通知書を監督職員に
提出しなければならな
い。

〈後略〉

建設マネジメント技術 2005年 5月号 ２３



国土交通省土木�
工事共通仕様書�

図―２　国土交通省土木工事共通仕様書（統合�
　　　　共通仕様書）と各分野版の関係�

土木工事共通仕様書�

港湾工事共通仕様書�

空港工事共通仕様書�

３分野の共通仕�
様書の基本構成�

図―３　統合仕様書作成の方向性�

統合可能性の検討�

基本的に統合�共通編�

各編�
（河川編）�
（道路編）�

図―４　３分野共通仕様書の統合イメージ�

現　行�

土木工事�
共通仕様書�

空港土木工事�
共通仕様書�

共通仕様書�
（統合イメージ）�

港湾工事�
共通仕様書�

共通編� 共通編� 共通編�

材料編�

土木工事共通編�

港湾工事共通編�

空港土木工事共通編�

共通編�

各編�
（河川編，…）�

各編�
（空港編）�

各編 �
（河川編，…　�
港湾編，…�
空港編）�

各編�
（港湾編，…）�

同様の条文�

材料章�

異なる条文�

統合（案）�

３ 共通仕様書の統合

� 統合仕様書の構成

現在，土木工事，港湾工事および空港工事の共

通仕様書の基本的な構成は，共通編と各編（例：

土木分野では河川編，道路編等）からなっていま

す。

まず，共通事項を記載している共通編の記載内

容は，各分野間においても共通の概念となる事項

が多く，統合の可能性が大きいことから，基本的

に統合を図るものとしました。また，各編に記載

されている内容は各分野における個別工事に関す

るものであり，それぞれの分野での特性が反映さ

れたものとなっていることから，個別に統合の是

非を判断することとしました（図―３）。

以上の点から，共通編の統合を細かく検討し，

各編では各編同士の確認，各編と共通編の関係に

ついて検討を行い，具体的には，（図―４）のよ

うな統合を行うこととしました。

� 統合内容

次に，統合した主な内容について，順次，説明

します。

� 総 則

３分野で規定されている総則の内容について

は，可能な限り統一を図り，共通編総則章に記載

することとしました。各分野の土木工事，港湾工

事，空港土木工事それぞれに固有のものは，土木

工事共通編総則章，港湾工事共通編総則章，空港

土木工事共通編総則章のそれぞれに記載すること

としました。

� 材 料

土木工事，港湾工事および空港工事で使用する

材料の仕様は，同一材料であって，使用上で同一

に扱えるものは共通的な事項とし，仕様が異なる

ものや，現時点での同一の材料章として統合する

ことは，混乱を招くと判断されるものは，材料編
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の各分野とすることにしました（図―５）。

� 一般施工

各分野の共通編に規定されている一般施工に含

まれる工種については，全分野（土木，港湾，空

港）に共通する工種はないため，それぞれ土木工

事共通編，港湾工事共通編，空港工事共通編で記

載することとしました。

� 土 工

土工については，現在の積算体系における土工

の扱いに準拠し，統合できるものを統合して表―

２に示した構成で統合を行いました。

� 無筋・鉄筋コンクリートについて

各分野の共通仕様書の規定する内容は，コンク

リート標準示方書を基本に規定し，各分野の構造

物工事に重要な規定を抽出するとともに，独自の

規定を加えるといった内容となっているので，全

体を包括できるようにすることにより無筋・鉄筋

コンクリートに関する統合規定としました（図―

６）。

工事工種体系との整合

現行の共通仕様書において，工事工種体系と整

合していない工種等について，新たに追加を行う

等の改訂を行っています。例えば以下の新規工種

について追加対応することとしました。

（河川編）

第１１節 光ケーブル配管工

１―１１―１ 一般事項

１―１１―２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

１―１１―３ 配管工

１―１１―４ ハンドホール工

（道路編）

第１４章 情報ボックス工

第１節 適用

第２節 適用すべき諸基準

第３節 情報ボックス工

１４―３―１ 一般事項

１４―３―２ 作業土工（床

掘り・埋戻し）

１４―３―３ 管路工（管路

部）

第４節 付帯設備工

１４―４―１ 一般事項

１４―４―２ ハンドホール

工

表―２ 土工の区分

第１編 共通編
第３章 土工
第１節 適用
第２節 適用すべき諸基準
第３節 河川土工・海岸土工・砂防土工）
第４節 道路土工
第５節 港湾土工
第６節 空港土工
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５ 技術基準類等との整合

共通仕様書で引用している技術基準類等で，前

回の共通仕様書の改訂時から本改定に至るまでの

間に改訂されているものに関して，その規定内容

が仕様書における規定内容との間での不整合を確

認し，必要な修正を行いました。

主な改訂内容は，表―３のとおりです。

表―３ 技術基準類の改定内容と共通仕様書の改正

No. 技術基準書 主な改定内容 共通仕様書の改定案

１ 鉄筋のガス圧接工事標
準仕様書

現場溶接における足場 第２編 ５―８―１０ 現場継手工
請負者は，現場継手の圧接作業において，常に安定した姿勢で施
工できるよう，作業場には安全な足場を設けなければならない。

２ 多数アンカー式補強土
壁工法設計・施工マニ
ュアル

補強土擁壁工における壁面
処理

第４編 ３―４―６ 補強土擁壁工
請負者は，壁面工の設置に先立ち，壁面の直線性や変形について
確認しながら，ターンバックルを用いた壁面調整しなければなら
ない。許容値を超える壁面変位が観測された場合は，…

３ 土木構造物設計マニュ
アル（案）（土木構造
物・橋梁編）

規定の追加 第６編 １―７―６ 場所打函渠
請負者は，部材の形状が設計図書に示された場合を除き「土木構
造物設計マニュアル（案）（土木構造物・橋梁編）」の規定によら
なければならない。

鉄筋のかぶり 第１編 ５―５―３ 鉄筋の組立て
請負者は，設計図書に特に定めのない限り，プレキャスト製品を
除くボックスカルバートの鉄筋のかぶりは，頂版・側壁の各部材
については４cm，底版については７cm以上として，また主鉄筋
中心からコンクリート表面までの距離は，頂版・側壁については
１０cm，底版については１１cmを標準値とし，鉄筋のかぶりを保つ
よう，…

４ 土木構造物設計マニュ
アル（案）に係わる設
計・施 工 の 手 引 き
（案）（ボックスカルバ
ート，擁壁編）

場所打擁壁工におけるコン
クリート強度（鉄筋）

第２編 １―６―３ 場所打擁壁工
コンクリート擁壁で使用するコンクリートの強度及び鉄筋の材質
は，設計図書に示された場合を除きコンクリートの強度は２４N／
mm2，鉄筋の材質はSD３４５を用いなければならない。

５ 土木構造物設計マニュ
アル（案）に係わる設
計・施 工 の 手 引 き
（案）（樋門編）

規定の追加 第２編 ３―３―６ 函渠工
請負者は，部材の形状が設計図書に示した場合を除き「土木構造
物設計マニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案）（樋
門編）」の規定によらなければならない。

６ プレキャストブロック
工法によるプレストレ
スコンクリート道路橋
設計・施工指針（案）

主桁の仮置き 第６編 ５―４―３ ポストテンション桁製作工
請負者は，主桁の仮置きを行う場合は，仮置きした主桁に，過大
な応力が生じないように支持するとともに，横倒れ防止処置を行
わなければならない。

７ 道路トンネル非常用施
設設置基準

排水勾配 第６編 ７―５―４ 床版コンクリート工
請負者は，避難通路等の床版コンクリート工の施工については，
非常時における利用者の進入，脱出に支障のないように，本坑と
の接続部において段差を小さくし，また排水に考慮し可能な限り
緩い勾配としなければならない。

８ 舗装設計施工指針 プライムコートの留意事項 第１編 ３―６―２ アスファルト舗装の材料
プライムコートは，雨水による浸食や上層の施工前および施工中
の工事車両から路盤面を保護できるものであり，設計図書に示す
場合を除き，JIS K２２０８（石油アスファルト乳剤）のPK―３の規
格に適合するものとする。

タックコート 第１編 ３―６―２ アスファルト舗装の材料
タックコートは，舗設するアスファルト混合物とその下層の瀝青
安定処理，中間層，基層との付着および継目部の付着を良くする
ために行い，設計図書に示す場合を除き，JIS K２２０８（石油アス
ファルト乳剤）のPK―４の規格ものを用いるが，層間接着力を
特に高める必要がある場合には，ゴム入りアスファルト乳剤
（PKR―T）を用いることもある。

２６ 建設マネジメント技術 2005年 5月号



図―７　統合共通仕様書の検討体制�
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６ 今後の対応

共通仕様書の改訂は２年ぶりとなります。設計

図書としての整合を図りながら，３分野の共通仕

様書の統合を行ったものですが，今後の改訂で

は，各分野の独自の事由で改訂が必要となった事

項について全体の改訂事項とするかどうかの検

討，３分野ごとの積算基準・体系の個別の変更事

項からの改訂事項の扱い，各分野の独自の実施根

拠となっている共通仕様書関係事項の変更を全体

でどう扱うのかなどの判断が必要となってきま

す。このことに対しては，３分野の担当者が逐次

に相談できる場を設定して対処していくこととし

ています。

さらに，次回の改訂までに通達等で対処しなけ

ればならないものについても，３分野の担当者で

連絡会議を設けて調整を図ることとしています

（図―７）。

現在でも改訂検討を行っている事項があります

が，他の制度で検討中の事項や審議中の案件であ

り，今回の改訂には入っていないのですが，今

後，これらの案件は３分野から見た判断が必要と

なってきますが，土木分野といった共通のフィー

ルドであること，違った目で見たときに，よりよ

い回答が見つかることもあり，さらによい共通仕

様書となっていくものと確信しています。

また，共通仕様書の性能規定への対応について

は，施工方法・手順，材料・製品仕様で導入の可

能性があるが，具体的な設計や発注工事が十分に

整っていないこと，共通仕様書が現場施工の

支障となっていないことを確認しており，す

ぐに改正を行う事項は見あたりませんが，こ

ういった要請が整えば迅速に対応することと

しています。

最後になりますが，今後とも共通仕様書

は，契約図書の一部であることから中立のも

のであること，発注者・受注者の立場から明

確であること，分かりやすいものであること

などを条件として，適正な改訂を実施してい

くものと考えています。

No. 技術基準書 主な改定内容 共通仕様書の改定案

８ 舗装設計施工指針 目地材 第１編 ２―１２―２ 目地板
目地板は，コンクリートの膨張収縮に順応し，かつ耐久性に優れ
たものとする。

９ 舗装施工便覧 セメントコンクリート用骨
材のすりへり減量

第１編 ２―５―２ セメントコンクリート用骨材
すりへり試験を行った場合のすりへり減量の限度は，舗装コンク
リートの場合は３５％とし，その他の場合は４０％とするものとす
る。なお，積雪寒冷地においては，すりへり減量が２５％以下のも
のを使用する。

フライアッシュ 第１編 ２―５―５ フィラー
石粉は，石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉，消石灰，セメン
ト，回収ダストおよびフライアッシュなどを用いる。石粉および
フライアッシュは，水分１．０％以下で微粒子の団粒になったもの
を含まないものとする。

アスファルト乳剤の使用量 第１編 ３―６―４ 舗装準備工
アスファルト基層工および表層工の施工にあたって，プライムコ
ートおよびタックコートの使用量は，設計図書に示す場合を除
き，０．３～０．６L／m2を標準とする。

（注） 部分を改定。
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